
 

雇 第 ６ ０ ７ 号 

令和４年１１月１日 

 

 関係県内経済団体の長 様 

 

                      千葉県商工労働部雇用労働課長 

                              （公印省略） 

 

令和４年１２月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について（通知） 

 

 日頃から本県の雇用施策に御理解、御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 今般、厚生労働省から、令和４年１２月から令和５年３月までの小学校休業等対応助成

金・支援金の内容等について、別紙のとおりとする旨の発表がありましたので通知します。 

御多忙の折大変恐縮ですが、貴団体会員の皆さまに広く周知くださるようお願い申し上

げます。 

詳細については、下記の厚生労働省ホームページも御参照ください。 

 

＊ 厚生労働省ホームページ ＵＲＬ（１０月３１日報道発表資料） 

○令和４年１２月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28891.html 

 

 

 

 

 

 

 

                担当： 

                       千葉県商工労働部雇用労働課 

                        電話 ０４３－２２３－２７６７ 

詳しくは、以下にお問合せください。 

千葉労働局雇用環境・均等室 

                         電話 ０４３－３０６－１８６０ 

                        小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 

                         電話 ０１２０－８７６－１８７ 

 



【現行の制度概要】
新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者を支援するため、正規雇用・
非正規雇用を問わず、有給の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く。）を取得させた企業に対して助成金を支給するもの（小学校休業等対応助成
金）。また、委託を受けて個人で仕事をする方が、契約した仕事ができなくなった場合にも支援をするもの（小学校休業等対応支援金）。

●支給対象者
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く。）を取得させた
事業主（小学校休業等対応助成金）

・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者（小学校休業等対応支援金）

●対象となる子ども（共通）
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等（※）に通う子ども
※ 小学校等：小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② 小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ）新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ）風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ）医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

●支給額
・労働者を雇用する事業主の方：休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10（日額上限あり、下記参照） （小学校休業等対応助成金）
・委託を受けて個人で仕事をする方：就業できなかった日について、定額を支給（下記参照）（小学校休業等対応支援金）

※個人申請：事業主が小学校休業等対応助成金を活用しない場合は、休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請が可能。

小学校休業等対応助成金・支援金の改正内容

（※） 緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある事業主

〇改正内容
令和４年12月～令和５年３月の小学校休業等対応助成金の日額上限額、小学校休業等対応支援金の支給額を、下表のとおりとする。

令和４年10月～11月 令和４年12月～令和５年３月

（
日
額
上
限
額
）

小
学
校
休
業
等

対
応
助
成
金

原則的な措置 8,355円 8,355円

特例（※） 12,000円

（
支
給
額
）

小
学
校
休
業
等

対
応
支
援
金

原則的な措置 4,177円 4,177円

特例（※） 6,000円

別紙


